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除却の補助事業実施に関する注意事項 
１手続きフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２注意事項 

 

① 補助金交付決定通知書を交付 

【添付資料】 

 除却の補助事業実施に関する注意事項

【本資料】 

② 工事施工者と契約し、 

除却工事に着手・関係機関への届出 

③ 着手届を市へ提出 

【添付書類】 

 契約書の写し【除却工事】 

 実施工程表 

 連絡者リスト【工事施工者】 

横浜市 申請者等 

⑤ 完了実績報告書を市へ提出 

【添付書類】 

 領収書の写し又は請求書の写し 

 工事写真 

（除却着手前、除却中、除却完了） 

 工事監理（施工）状況チェックシート 

⑦ 補助金額確定通知書を交付 

⑧ 補助金請求書を市へ提出 

⑨ 補助金を入金 

④着手届を受領 

必要に応じて中間検査や完了時現地検査を

実施（現地にて除却工事が完了しているこ

とを確認します。） 

○関係機関への事前の届出等は契約後に行ってください。 

○関係機関への各種手続き等の実施状況について、完了実績報告書提出時に確認をさせて

いただく場合があります。関係法令等に基づき適切に手続き等を行ってください。 

○除却完了時の写真について 

・市に提出した御見積書に記載されている項目が全て撤去された状態で撮影を行ってく

ださい。 

・除却された敷地全体がわかるもの（近景）及び道路対岸から当該敷地を撮影したもの

（遠景）を数枚ご提出ください。 

○上記、フロー⑦までを事業年度内に完了する必要があります。 

⑥ 完了実績報告書の審査 


